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１．はじめに

我が国の土地改良事業についてが国の土地改良事業について国の土地改良事業についての土地改良事業について土地改良事業について

・ 1988 年（明治 32 年）に耕地整理法が制定。に耕地整理法が制定。が国の土地改良事業について制定。

　　→体系化された農業生産基盤の整備が開始される。された農業生産基盤の整備が開始される。農業生産基盤の整備が開始される。の土地改良事業について整備が開始される。が国の土地改良事業について開始される。される。

・ 1949 年（昭和 24 年）に耕地整理法が制定。に土地改良法が制定。として再編整理。

　　→現代の「土地改良事業」へ。の土地改良事業について「土地改良事業」へ。土地改良事業」へ。

・ 2001 年（平成 13 年）に耕地整理法が制定。改正。「土地改良事業」へ。環境と調和への配慮」を明記。と調和への土地改良事業について配慮」を明記。明記。

　　→時代の「土地改良事業」へ。に合わせた農業生産基盤の整備が開始される。変化された農業生産基盤の整備が開始される。 / 改正を明記。経て現在に至る。て現在に至る。に至る。る。

1899
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１．はじめに

土地改良事業の土地改良事業について ( 水田圃場 ) 整備が開始される。量の変遷の土地改良事業について変遷

　・最盛期　昭和 40 ～ 50 年代の「土地改良事業」へ。　年間 6 ～ 7 万 ha

　・近年は　 1 ～ 2 万 ha で落ち着いている。落ち着いている。ち着いている。着いている。いている。
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１．はじめに

最近、土地改良法が制定。や制度の改正が続いている。制度の改正が続いている。の土地改良事業について改正が国の土地改良事業について続いている。いている。

　・ 2014 年（平成 26 年）に耕地整理法が制定。：農地中間管理機構の創設の土地改良事業について創設

　　　→公的機関が農地を借り受け、担い手に貸し付けることでが国の土地改良事業について農地を明記。借り受け、担い手に貸し付けることでり受け、担い手に貸し付けることで受け、担い手に貸し付けることでけ、担い手に貸し付けることでい手に貸し付けることでに貸し付けることでし付けることでけることで落ち着いている。
　　　　 農地の土地改良事業について集積 / 集約を図る。を明記。図る。る。

　

　・ 2017 年（平成 29 年）に耕地整理法が制定。：農家の同意なく事業を実施できる制度の創設の土地改良事業について同意なく事業を実施できる制度の創設なく事業を実施できる制度の創設事業を明記。実施できる制度の創設で落ち着いている。きる制度の改正が続いている。の土地改良事業について創設

　　　→農地中間管理機構の創設が国の土地改良事業について借り受け、担い手に貸し付けることでり受け、担い手に貸し付けることで入れている農地について、れている農地について、農業者からから
　　　　の土地改良事業について申請によらず、によらず、都道府県がが、農業者からの土地改良事業について費用負担い手に貸し付けることでや制度の改正が続いている。同意なく事業を実施できる制度の創設を明記。求めめ
　　　　ずに基盤の整備が開始される。整備が開始される。事業を明記。実施できる制度の創設で落ち着いている。きる。

（・ 2018 （平成 30 年）に耕地整理法が制定。にも改正：土地改良区の組織制度の改訂）改正：土地改良区の組織制度の改訂）の土地改良事業について組織制度の改正が続いている。の土地改良事業について改訂）に耕地整理法が制定。
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１．はじめに

土地改良事業は一般的に「土地改良事業」へ。申請によらず、事業」とされ、従来は、農地の耕作者・は、農地の土地改良事業について耕作者から・
所有者から（三条資格者から）に耕地整理法が制定。が国の土地改良事業について、事業主体に「土地改良事業」へ。申請によらず、」することで落ち着いている。開始される。される。

　・ 2017 年（平成 29 年）に耕地整理法が制定。：農家の同意なく事業を実施できる制度の創設の土地改良事業について同意なく事業を実施できる制度の創設なく事業を実施できる制度の創設事業を明記。実施できる制度の創設で落ち着いている。きる制度の改正が続いている。の土地改良事業について創設

　　　→農地中間管理機構の創設が国の土地改良事業について借り受け、担い手に貸し付けることでり受け、担い手に貸し付けることで入れている農地について、れている農地について、農業者からから
　　　　の土地改良事業について申請によらず、によらず、都道府県がが、農業者からの土地改良事業について費用負担い手に貸し付けることでや制度の改正が続いている。同意なく事業を実施できる制度の創設を明記。求めめ
　　　　ずに基盤の整備が開始される。整備が開始される。事業を明記。実施できる制度の創設で落ち着いている。きる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ということは、

農地中間管理機構の創設また農業生産基盤の整備が開始される。は都道府県等の行政側が主体的に事業実施地の土地改良事業について行政側が主体的に事業実施地が国の土地改良事業について主体的に事業実施できる制度の創設地

区の組織制度の改訂）を明記。設定し、事業を明記。実施できる制度の創設しなければならないことになる。
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１．はじめに

　　　　　　　　　　　　　　　　　と、いうことは、

担い手に貸し付けることで当職員は、事業実施が必要な農地＝基盤整備が十分に行は、事業実施できる制度の創設が国の土地改良事業について必要な農地＝基盤整備が十分に行な農地＝基盤の整備が開始される。整備が開始される。が国の土地改良事業について十分に行に行
われていない農地を明記。検索・検出・抽出する必要な農地＝基盤整備が十分に行が国の土地改良事業についてある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　  その土地改良事業についてようなツールがあればが国の土地改良事業についてあれば

　　　　　　　　  基盤の整備が開始される。整備が開始される。の土地改良事業について加速に役立つ！に役立つ！つ！
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

と言いながらも余分な仕事はしたくないので、いなが国の土地改良事業についてらも改正：土地改良区の組織制度の改訂）余分に行な仕事はした農業生産基盤の整備が開始される。く事業を実施できる制度の創設ないの土地改良事業についてで落ち着いている。、

（０）に耕地整理法が制定。既存の情報で何とかならないかの土地改良事業について情報で何とかならないかで落ち着いている。何とかならないかとかならないか

　　農林水産省 農村振興局 設計課 計画調整室

　　情報プラットフォーム　農業基盤情報基礎調査ＧＩＳデータプラットフォーム　農業基盤情報プラットフォーム　農業基盤情報基礎調査ＧＩＳデータ基礎調査ＧＩＳデータＧＩＳデータデータ

　　　　　　　　　　　　　というの土地改良事業についてが国の土地改良事業についてあるの土地改良事業についてで落ち着いている。、

→ この土地改良事業について中の土地改良事業について、「土地改良事業」へ。ほ区」ポリゴンに、整備面積区分の情報（属性）がある。区の組織制度の改訂）」ポリゴンに、整備面積区分の情報（属性）がある。に、整備が開始される。面積区の組織制度の改訂）分に行の土地改良事業について情報で何とかならないか（属性）に耕地整理法が制定。が国の土地改良事業についてある。

→ 地図る。に表示してみた。してみた農業生産基盤の整備が開始される。。
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

と言いながらも余分な仕事はしたくないので、いなが国の土地改良事業についてらも改正：土地改良区の組織制度の改訂）余分に行な仕事はした農業生産基盤の整備が開始される。く事業を実施できる制度の創設ないの土地改良事業についてで落ち着いている。、

（０）に耕地整理法が制定。既存の情報で何とかならないかの土地改良事業について情報で何とかならないかで落ち着いている。何とかならないかとかならないか ...

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ区」ポリゴンに、整備面積区分の情報（属性）がある。区の組織制度の改訂）ポリゴンに、整備面積区分の情報（属性）がある。を明記。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大区の組織制度の改訂）画整備が開始される。　青

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中小区の組織制度の改訂）画　水色・緑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それ以下黄色～赤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で落ち着いている。着いている。色。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使えそうだが…えそうだが国の土地改良事業について…
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

と言いながらも余分な仕事はしたくないので、いなが国の土地改良事業についてらも改正：土地改良区の組織制度の改訂）余分に行な仕事はした農業生産基盤の整備が開始される。く事業を実施できる制度の創設ないの土地改良事業についてで落ち着いている。、

（０）に耕地整理法が制定。既存の情報で何とかならないかの土地改良事業について情報で何とかならないかで落ち着いている。何とかならないかとかならないか ...

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平地以外ではで落ち着いている。は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地と場所が国の土地改良事業について合って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



10

２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

と言いながらも余分な仕事はしたくないので、いなが国の土地改良事業についてらも改正：土地改良区の組織制度の改訂）余分に行な仕事はした農業生産基盤の整備が開始される。く事業を実施できる制度の創設ないの土地改良事業についてで落ち着いている。、

（０）に耕地整理法が制定。既存の情報で何とかならないかの土地改良事業について情報で何とかならないかで落ち着いている。何とかならないかとかならないか ...

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平地以外ではで落ち着いている。は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地と場所が国の土地改良事業について合って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農地の１筆の１筆筆

ほ区？区？
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

と言いながらも余分な仕事はしたくないので、いなが国の土地改良事業についてらも改正：土地改良区の組織制度の改訂）余分に行な仕事はした農業生産基盤の整備が開始される。く事業を実施できる制度の創設ないの土地改良事業についてで落ち着いている。、

（０）に耕地整理法が制定。既存の情報で何とかならないかの土地改良事業について情報で何とかならないかで落ち着いている。何とかならないかとかならないか ...

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地その土地改良事業についても改正：土地改良区の組織制度の改訂）の土地改良事業についてに　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面積区の組織制度の改訂）分に行で落ち着いている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色を明記。付けることでけてみた農業生産基盤の整備が開始される。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四角くて小面積と、く事業を実施できる制度の創設て小面積と、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴチャっとしててっとしてて

小面積の土地改良事業について農地は区の組織制度の改訂）別できない　→区画形状による差異は判定できない。　で落ち着いている。きない　→区の組織制度の改訂）画形状による差異は判定できない。　による差異は判定できない。　は判定で落ち着いている。きない。　
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

（１）に耕地整理法が制定。利用で落ち着いている。きる情報で何とかならないかの土地改良事業について検討

基盤の整備が開始される。整備が開始される。が国の土地改良事業について十分に行に行われていない農地を明記。抽出するた農業生産基盤の整備が開始される。めには？

　→検索対象の農地に「基盤整備の度合い」の設定が必要。の土地改良事業について農地に「土地改良事業」へ。基盤の整備が開始される。整備が開始される。の土地改良事業について度の改正が続いている。合い」の土地改良事業について設定が国の土地改良事業について必要な農地＝基盤整備が十分に行。

基盤の整備が開始される。整備が開始される。には、用排水・農道・暗渠排水・土壌改良などが国の土地改良事業についてあるが国の土地改良事業について、単純
化された農業生産基盤の整備が開始される。の土地改良事業についてた農業生産基盤の整備が開始される。め、とり受け、担い手に貸し付けることであえず、水田を明記。対象の農地に「基盤整備の度合い」の設定が必要。として農地のの現況のの土地改良事業について区画形状の土地改良事業についてみに
着いている。目。
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

（１）に耕地整理法が制定。利用で落ち着いている。きる情報で何とかならないかの土地改良事業について検討

着いている。目するも改正：土地改良区の組織制度の改訂）の土地改良事業についてが国の土地改良事業について農地の区画形状の区画形状区画形状で落ち着いている。あれば、各都道府県の土地改良事業について土地連が国の土地改良事業について所
有する下記の土地改良事業についてデータが利用できる。が国の土地改良事業について利用で落ち着いている。きる。

　・航空写真（デジタが利用できる。ルがあればオルがあればソ画像）画像）に耕地整理法が制定。

　　　→空撮した写真を平面化（正規化）した写真地図した農業生産基盤の整備が開始される。写真を明記。平面化された農業生産基盤の整備が開始される。（正規化された農業生産基盤の整備が開始される。）に耕地整理法が制定。した農業生産基盤の整備が開始される。写真地図る。

　・農地についてデジタが利用できる。イズした、耕区ポリゴンした農業生産基盤の整備が開始される。、耕区の組織制度の改訂）ポリゴンに、整備面積区分の情報（属性）がある。

　　　→写真地図る。を明記。下敷きに農地を目視でポリゴン化したきに農地を明記。目視でポリゴン化したで落ち着いている。ポリゴンに、整備面積区分の情報（属性）がある。化された農業生産基盤の整備が開始される。した農業生産基盤の整備が開始される。 GISデータが利用できる。
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

（２）に耕地整理法が制定。基盤の整備が開始される。整備が開始される。度の改正が続いている。合いの土地改良事業について算出

区の組織制度の改訂）画形状による差異は判定できない。　による基盤の整備が開始される。整備が開始される。度の改正が続いている。合いの土地改良事業について算出を明記。、仮に区画整理度合いと呼ぶに区の組織制度の改訂）画整理度の改正が続いている。合いと呼ぶぶ
ことにした農業生産基盤の整備が開始される。。

区の組織制度の改訂）画整理された農業生産基盤の整備が開始される。水田には大まかに、

　・大区の組織制度の改訂）画水田　１ ha以上

　・中小区の組織制度の改訂）画水田　 30a程度の改正が続いている。（ 100m×30m ）に耕地整理法が制定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が国の土地改良事業についてある。
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

（２）に耕地整理法が制定。基盤の整備が開始される。整備が開始される。度の改正が続いている。合いの土地改良事業について算出

大区の組織制度の改訂）画水田は現実的な地域として農業が盛んな平地に限られる。として農業が国の土地改良事業について盛んな平地に限られる。られる。

　→農地集積上の土地改良事業について問題がない地域であるため、大区画水田はが国の土地改良事業についてない地域として農業が盛んな平地に限られる。で落ち着いている。あるた農業生産基盤の整備が開始される。め、大区の組織制度の改訂）画水田は
　　 検討から除外ではした農業生産基盤の整備が開始される。。

　　

　→中小区の組織制度の改訂）画水田整備が開始される。が国の土地改良事業についてされているかどうかの土地改良事業について度の改正が続いている。合いを明記。数値化された農業生産基盤の整備が開始される。して

　　　区の組織制度の改訂）画整理度の改正が続いている。合いとすることにした農業生産基盤の整備が開始される。。
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

（２）に耕地整理法が制定。基盤の整備が開始される。整備が開始される。度の改正が続いている。合いの土地改良事業について算出

中小区の組織制度の改訂）画水田の土地改良事業について区の組織制度の改訂）画形状による差異は判定できない。　の土地改良事業について特徴

　代の「土地改良事業」へ。表的な区の組織制度の改訂）画形状による差異は判定できない。　は

　　　面積　約を図る。 30a

　　　長辺長　 100ｍ、短辺長 30ｍで落ち着いている。ある。

　　これを明記。営農に適した理想的なした農業生産基盤の整備が開始される。理想的な
　　中小区の組織制度の改訂）画水田と考える。える。

30m

10
0m
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

（２）に耕地整理法が制定。基盤の整備が開始される。整備が開始される。度の改正が続いている。合いの土地改良事業について算出

理想的な中小区の組織制度の改訂）画形状による差異は判定できない。　（矩形）に耕地整理法が制定。と、現実の土地改良事業について農地形状による差異は判定できない。　で落ち着いている。ある耕区の組織制度の改訂）ポリゴンに、整備面積区分の情報（属性）がある。を明記。、
図る。心で重ね合わせる。で落ち着いている。重ね合わせる。ね合わせる。合わせる。

１回転させ、農地面積に対する、最も重なり合うさせ、農地面積に対する、最も改正：土地改良区の組織制度の改訂）重ね合わせる。なり受け、担い手に貸し付けることで合う

面積の土地改良事業について割合を明記。出す。この土地改良事業について割合を明記。「土地改良事業」へ。区の組織制度の改訂）画整理度の改正が続いている。合い」

とすれば、数値が国の土地改良事業について大きいほ区」ポリゴンに、整備面積区分の情報（属性）がある。うが国の土地改良事業について、理想的な中小区の組織制度の改訂）画

形状による差異は判定できない。　に近い農地といえる。

これを明記。地域として農業が盛んな平地に限られる。全体に設定し、適した理想的な当な閾値を明記。定めれば、

基盤の整備が開始される。整備が開始される。が国の土地改良事業について十分に行に行われていない農地が国の土地改良事業について検出で落ち着いている。きると考える。えた農業生産基盤の整備が開始される。。
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

（３）に耕地整理法が制定。試行結果と整備度合い値設定の課題と整備が開始される。度の改正が続いている。合い値設定の土地改良事業について課題がない地域であるため、大区画水田は

その土地改良事業について前にに

とあるコンに、整備面積区分の情報（属性）がある。サルがあればタが利用できる。ンに、整備面積区分の情報（属性）がある。トの人に同じ話をしたところ、の土地改良事業について人に同じ話をしたところ、に同じ話をしたところ、を明記。した農業生産基盤の整備が開始される。ところ、

堀口さんの土地改良事業について言いながらも余分な仕事はしたくないので、っていることは、不動産税制の土地改良事業について中の土地改良事業について不整形地評価法が制定。の土地改良事業について

「土地改良事業」へ。陰地割合」の土地改良事業について考える。え方に似ている。に似ている。ている。

との土地改良事業についてことで落ち着いている。した農業生産基盤の整備が開始される。の土地改良事業についてで落ち着いている。、
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

（３）に耕地整理法が制定。試行結果と整備度合い値設定の課題と整備が開始される。度の改正が続いている。合い値設定の土地改良事業について課題がない地域であるため、大区画水田は

「土地改良事業」へ。陰地割合」で落ち着いている。ち着いている。ょっとや制度の改正が続いている。ってみても改正：土地改良区の組織制度の改訂）らった農業生産基盤の整備が開始される。。

結果と整備度合い値設定の課題が国の土地改良事業についてあまり受け、担い手に貸し付けることで【人間の（技術者の）感覚】とは合わなかった。とのこと。人に同じ話をしたところ、間の土地改良事業について（技術者からの土地改良事業について）に耕地整理法が制定。感覚】とは合わなかった。とのこと。】とは合わなかった農業生産基盤の整備が開始される。。との土地改良事業についてこと。
株式会社　カナエジオマチックスカナエジオマチックス



20

２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

（３）に耕地整理法が制定。試行結果と整備度合い値設定の課題と整備が開始される。度の改正が続いている。合い値設定の土地改良事業について課題がない地域であるため、大区画水田は

自分に行を明記。圃場整備が開始される。の土地改良事業について技術者からと見立つ！て、区の組織制度の改訂）画整理度の改正が続いている。合いの土地改良事業について方に似ている。法が制定。で落ち着いている。
試行した農業生産基盤の整備が開始される。結果と整備度合い値設定の課題…

【人間の（技術者の）感覚】とは合わなかった。とのこと。人に同じ話をしたところ、間の土地改良事業について（技術者からの土地改良事業について）に耕地整理法が制定。感覚】とは合わなかった。とのこと。】に合う区の組織制度の改訂）画整理度の改正が続いている。合いの土地改良事業について閾値に調整
することは…、その土地改良事業について地域として農業が盛んな平地に限られる。限られる。定で落ち着いている。は可能。

他の地域に適用すると合わない。の土地改良事業について地域として農業が盛んな平地に限られる。に適した理想的な用すると合わない。
対象の農地に「基盤整備の度合い」の設定が必要。の土地改良事業について地域として農業が盛んな平地に限られる。ごとに調整しないと合わない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
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２．整備が開始される。不十分に行な農地の土地改良事業について検出手に貸し付けることで法が制定。の土地改良事業について検討

（３）に耕地整理法が制定。試行結果と整備度合い値設定の課題と整備が開始される。度の改正が続いている。合い値設定の土地改良事業について課題がない地域であるため、大区画水田は

目指すツールに必要なものすツールがあればに必要な農地＝基盤整備が十分に行なも改正：土地改良区の組織制度の改訂）の土地改良事業について

・恣意なく事業を実施できる制度の創設的な数値設定の土地改良事業について介在に至る。なしに、結果と整備度合い値設定の課題が国の土地改良事業について圃場整備が開始される。に関が農地を借り受け、担い手に貸し付けることでわる土地改良

　技術者からの土地改良事業について同意なく事業を実施できる制度の創設を明記。得られること。られること。

　　→結果と整備度合い値設定の課題 ☓（地域として農業が盛んな平地に限られる。ごとに調整が国の土地改良事業について必要な農地＝基盤整備が十分に行）に耕地整理法が制定。

・事務的な手に貸し付けることで間が国の土地改良事業について軽減されること。されること。

　　→結果と整備度合い値設定の課題 ☓（地域として農業が盛んな平地に限られる。ごとに調整が国の土地改良事業について必要な農地＝基盤整備が十分に行）に耕地整理法が制定。
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３．整備が開始される。度の改正が続いている。合い値設定と検出への土地改良事業について AI適した理想的な用の土地改良事業について
　　可能性

目指すツールに必要なものす結果と整備度合い値設定の課題が国の土地改良事業について得られること。られず、区の組織制度の改訂）画整理度の改正が続いている。合い値の土地改良事業について設定手に貸し付けることで法が制定。として不適した理想的なで落ち着いている。
あった農業生産基盤の整備が開始される。。

→ 区の組織制度の改訂）画整理度の改正が続いている。合い、基盤の整備が開始される。整備が開始される。度の改正が続いている。合いの土地改良事業について設定方に似ている。法が制定。が国の土地改良事業について課題がない地域であるため、大区画水田は。

→課題がない地域であるため、大区画水田は解決の方法として、第三次ブームを迎えている「の土地改良事業について方に似ている。法が制定。として、第三次ブームを迎えている「ブームを迎えている「を明記。迎えている「えている「土地改良事業」へ。 AI 」（機械学習）に耕地整理法が制定。

　 の土地改良事業について利用が国の土地改良事業について考える。えられる。

機械学習には、教師あり学習と、教師なし学習があるが、「基盤整備さあり受け、担い手に貸し付けることで学習と、教師あり学習と、教師なし学習があるが、「基盤整備さなし学習が国の土地改良事業についてあるが国の土地改良事業について、「土地改良事業」へ。基盤の整備が開始される。整備が開始される。さ
れている・されていない」の土地改良事業についてわかり受け、担い手に貸し付けることでや制度の改正が続いている。すい２分に行類を目的としているので、を明記。目的としているの土地改良事業についてで落ち着いている。、
教師あり学習と、教師なし学習があるが、「基盤整備さあり受け、担い手に貸し付けることで学習に注目。
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３．整備が開始される。度の改正が続いている。合い値設定と検出への土地改良事業について AI適した理想的な用の土地改良事業について
　　可能性

AI （教師あり学習と、教師なし学習があるが、「基盤整備さあり受け、担い手に貸し付けることで機械学習）に耕地整理法が制定。を明記。利用することで落ち着いている。、以下の土地改良事業についてメリットの人に同じ話をしたところ、が国の土地改良事業について考える。えられる。

専門の技術者が航空写真・耕区ポリゴンを目で見て判断し、基盤整備さの土地改良事業について技術者からが国の土地改良事業について航空写真・耕区の組織制度の改訂）ポリゴンに、整備面積区分の情報（属性）がある。を明記。目で落ち着いている。見て判断し、基盤整備さし、基盤の整備が開始される。整備が開始される。さ
れている・されていないを明記。判断し、基盤整備さする（学習データが利用できる。を明記。作成する）に耕地整理法が制定。の土地改良事業についてで落ち着いている。、

　　　・少なくとも学習データは技術者の同意を得たものとみなせる。なく事業を実施できる制度の創設とも改正：土地改良区の組織制度の改訂）学習データが利用できる。は技術者からの土地改良事業について同意なく事業を実施できる制度の創設を明記。得られること。た農業生産基盤の整備が開始される。も改正：土地改良区の組織制度の改訂）の土地改良事業についてとみなせる。

　　　・利用者からの土地改良事業について恣意なく事業を実施できる制度の創設的な閾値設定などを明記。排除で落ち着いている。きる。

　→専門の技術者が航空写真・耕区ポリゴンを目で見て判断し、基盤整備さ的な知識経て現在に至る。験、技術力を必要としないツールとできる可能性。を明記。必要な農地＝基盤整備が十分に行としないツールがあればとで落ち着いている。きる可能性。
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４．整備が開始される。不十分に行な農地検出ツールがあればの土地改良事業について展望

　今回は、基盤の整備が開始される。整備が開始される。された農業生産基盤の整備が開始される。度の改正が続いている。合いを明記。判定するた農業生産基盤の整備が開始される。めに、水田を明記。対象の農地に「基盤整備の度合い」の設定が必要。とした農業生産基盤の整備が開始される。

農地の土地改良事業について現況のの土地改良事業について区の組織制度の改訂）画形状による差異は判定できない。　の土地改良事業についてみに着いている。目した農業生産基盤の整備が開始される。が国の土地改良事業について、 AIの土地改良事業について機械学習は複数の土地改良事業について

特徴量の変遷を明記。扱うことができるため、判定に、用排水、農道、暗渠排水、うことが国の土地改良事業についてで落ち着いている。きるた農業生産基盤の整備が開始される。め、判定に、用排水、農道、暗渠排水、

土壌改良等の行政側が主体的に事業実施地の土地改良事業について整備が開始される。状による差異は判定できない。　況のを明記。取り込むことが期待できる。り受け、担い手に貸し付けることで込むことが期待できる。むことが国の土地改良事業について期待できる。で落ち着いている。きる。

　農業農村整備が開始される。の土地改良事業について事務支援ツールが目標なので、事業採択の面積要件ツールがあればが国の土地改良事業について目標なので、事業採択の面積要件なの土地改良事業についてで落ち着いている。、事業採択の面積要件の土地改良事業について面積要な農地＝基盤整備が十分に行件

を明記。与えることで、事業に必要な面の広がり（事業実施区域）を抽出できれえることで落ち着いている。、事業に必要な農地＝基盤整備が十分に行な面の土地改良事業について広がり（事業実施区域）を抽出できれが国の土地改良事業についてり受け、担い手に貸し付けることで（事業実施できる制度の創設区の組織制度の改訂）域として農業が盛んな平地に限られる。）に耕地整理法が制定。を明記。抽出で落ち着いている。きれ

ば業務に非常に役立つ。に役立つ！つ。

用排水

農道

暗渠排水

土壌改良
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５．おわり受け、担い手に貸し付けることでに

　

　農業農村工学の土地改良事業について分に行野では、農業生産に直接役立つ研究をしようとで落ち着いている。は、農業生産に直接役立つ！つ研究を明記。しようと

考える。えると思いますが、設計支援・事務支援を通じて、間接的に基盤整備いますが国の土地改良事業について、設計支援ツールが目標なので、事業採択の面積要件・事務支援ツールが目標なので、事業採択の面積要件を明記。通じて、間接的に基盤整備じて、間接的に基盤の整備が開始される。整備が開始される。

を明記。加速に役立つ！させることも改正：土地改良区の組織制度の改訂）、農業生産の土地改良事業について拡大に、とても改正：土地改良区の組織制度の改訂）効果と整備度合い値設定の課題が国の土地改良事業についてあり受け、担い手に貸し付けることでます。

（よろしく事業を実施できる制度の創設お願いします。）いします。）に耕地整理法が制定。
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